
中国地方における

基盤地図情報の活用推進について基盤地図情報の活用推進について
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平成２１年12月11日

国土地理院 中国地方測量部

基盤地図情報とは

「基盤地図情報」とは、地理空間情報のうち、電子地図上に
おける地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の
基準点 海岸線 公共施設 境界線 行政区画そ 他 国土

基盤地図情報とは

「基盤地図情報」とは、地理空間情報のうち、電子地図上に
おける地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の
基準点 海岸線 公共施設 境界線 行政区画そ 他 国土基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土
交通省令で定めるものの位置情報（国土交通省令で定める基
準に適合するものに限る。）であって電磁的方式により記録さ
れたものをいう。（第２条３項）

基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土
交通省令で定めるものの位置情報（国土交通省令で定める基
準に適合するものに限る。）であって電磁的方式により記録さ
れたものをいう。（第２条３項）
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測量の基準点

海岸線

公共施設の境界線
（道路区域界）

公共施設の境界線

河川堤防の表法肩の法線

軌道の中心線

標高点

水涯線

建築物の外周線

基盤地図情報の13項目（国土交通省令で定めた項目）

（河川区域界）

行政区画の境界線
及び代表点

道路縁

建築物の外周線

市町村の町若しくは字の
境界線及び代表点

街区の境界線及び代表点
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基盤地図情報の基準
以下のいずれかの測量の成果であること

・基本測量、公共測量、水路測量

以下の精度を満たす測量の成果であること

（平面位置の誤差） 都市計画区域内は2.5ｍ以内、都市計画区域外は25ｍ以内

（高さの誤差） 都市計画区域内1.0ｍ以内、都市計画区域外5.0ｍ以内

基盤地図情報とは

基盤地図情報の特徴
位置の基準となる情報 面的な国家基準点（唯 性の確保）
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だれでも利用できる共通の白地図情報

・位置の基準となる情報＝面的な国家基準点（唯一性の確保）
・全国が継ぎ目無く結合された情報（シームレスなデータ）
・ISO/JISの規格に適合した情報（JPGISに準拠）
・インターネット上で、原則無償提供（閲覧、ダウンロード）される情報

都市計画基本図などの公共測量成果を自治体等から収集

市町村境界での接合を行い、シームレスな基盤地図情報を整備

基盤地図情報整備事業

公共測量の作業規程の準則改定

平成23年度までに都市計画区域を縮
尺レベル2500で概成

地方公共団体等と連携した基盤地図情報の整備
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国土地理院からワンストップで提供
（基盤地図情報を原則としてインターネットで無償で提供）

測量成果の複製・使用手続きの合理化

改正測量法（第166回国会で成立）

国、地方公共団体、民間等での利用促進

基準点海岸線
道路区
域界

河川区
域界

行政界道路縁
河川堤
防表法
肩法線

軌道の
中心線

標高点水涯線
建物の
外周線

町・字
の境界
線

街区の
境界線

道路台帳附図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

河川現況台帳図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都市計画基図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

住居表示台帳図 ○

地積測量図 ○ ○ ○ ○

基盤地図情報を含む測量成果の例

農道台帳平面図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

森林基本図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

林道台帳平面図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家屋現況図 ○

砂防基盤図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

道路、河川工事完
成図書 ○ ○ ○ ○
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都市計画区域
約10万㎢の概要

○全国の都市計画区域全域（約10万㎢）を
縮尺2500以上で整備（平成19～23年度)
○その他の区域は、縮尺25,000で整備
（平成１９年度）

国土地理院の基盤地図情報整備計画

中国地方における基盤地図情報の
整備計画（都市計画地域）

都市計画区域
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約9600㎢の概要

25000レベル提供地区
平成20年 6月提供：全国(北方４島は50000レベル相当)

基盤地図情報の整備・提供状況

2500レベル提供地区
12月1日現在の提供状況
提供市町村数：224市町村（内訳167市55町2村）
提供面積：約２．４万㎢

2500レベル提供中

25000レベル提供中

平成23年度中に都市計
画区域全域（約10万㎢ ）
を2500レベルで概成
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１．基盤地図情報の提供（平成21年７月１日現在）

鳥取市、松江市、岡山市

岡山地区数値標高モデル（DEM）5mメッシュ（標高）

倉敷地区数値標高モデル（DEM）5mメッシュ（標高）

全国数値標高モデル（DEM）10mメッシュ（標高）

２．平成21年度基盤地図情報（縮尺レベル2500）提供予定地域

島根県･･･安来市、東出雲町

岡山県 倉敷市 赤磐市 浅口市 早島町
平成21年10月1日提供

中国地方における基盤地図情報の整備・提供状況
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岡山県･･･倉敷市、赤磐市、浅口市、早島町

広島県･･･廿日市市、府中町

山口県･･･光市、周南市

３．平成21年度基盤地図情報（縮尺レベル2500）整備計画

鳥取県･･･境港市、八頭町、湯梨浜町、北栄町

島根県･･･出雲市、雲南市、津和野町

岡山県･･･津山市、新見市、美作市

広島県･･･呉市、府中市、世羅町、海田町

山口県･･･山口市、山陽小野田市、長門市、防府市

平成21年11月1日提供

平成21年12月1日提供

ttp://www.gsi.go.jp/kiban/index.html

基盤地図情報サイト
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地理空間情報産学官中国地区連携協議準備会で検討

名称
地理空間情報産学官中国地区連携協議会
※基本計画に基づき設置し、平成24年３月まで協議会を実施

目的

地理空間情報産学官中国地区連携協議会の概要（案）

中国地方における地理空間情報の活用推進について

目的
中国地区における地理空間情報に係る現状及び課題について、協議会で共有を図り、もって、地理空間
情報の効果的な活用を推進することを目的とする

議題
目的を達成するため、次の事項に関する意見交換、情報提供等の実施
①地理空間情報の活用推進に係る現状と課題及び基本的な方向等
②地理空間情報の活用推進に係る具体的施策の動向等
③地理空間情報に関連産業係る、技術・研究開発等の動向等
④地理空間情報に係る学術の動向等

構成
「全体会議」と「ワーキンググループ」（必要に応じ設置）から構成
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地理空間情報産学官
中国地区連携協議会

基盤地図情報
整備・更新・利活用

中国地区における地理空間情報の活用の推進

国(整備局等）
地方公共団体

道路関係図面 等 都市計画基図 等

地理空間情報産学官中国地区連携協議会の役割

Web用地図、ナビ用地図 等

・相互活用課題等の検討
・支援方法・体制等の検討
・意見交換・情報共有

産業界
学界

（大学、研究等）

地理空間情報
の利活用 等
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地理空間情報
整備・更新・利活用


